
議第H1号

都市計画街路事業(単独)に要する費用の一部負担について

県は、令和4年度において実施する都市計画街路事業(単独)に要する安用の一部を、地方財政法

(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により、次のとおり負担させるものとする。

担 づ貝 1負 担者

備芳事業贄精算の結果、負担金の過納額又は不足額が千円未満である場合は、還付又は追徴を行

わないものとする。

提案理由

都市計画街路事業(単ぢ卿に要する費用の・一部を受益市に対し負担させるため、地方財政法第27条

第2項の規定により提案するものである。
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議第142号

下水道事業(単ぢ卿に要する費用の一部負担について

県は、令和4年度において実施する下水道事業(単ぢ卿に要する費用の一部を、下水道法(昭和33

年法律第79号)第31条の2第1項の規定により、次のとおり負担させるものとする。
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名トーー'エ業

1郡市町村1

所在地

種 負 担

備考事業費精算の結果、負担金の過納額又は不足額が千円未満である場合は、還付又は追徴を行

わないものとする。

額

提案理由

下水道事業(単ぢ卿に要する費用のー・部を受益市町及ぴ組合に対し負担させるため、下水道法第31

条の2第2項の規定により提案するものである。
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議第143・号

道路事業(単独)に要する費用の一部負担について

県は、令和4年度において実施する道路事業(単独)に要する費用の一部を、道路法(昭和27年法

律第180号)第52条第1項の規定により、次のとおり負担させるものとする。
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備考事業費精算の結果、負担金の過納額又は不足額が千円未満である場合は、還付又は追徴を行

わないものとする。

提案理由

道路事業(単ぢ脚に要する費用の一部を受益市町村に対し負担させるため、道路法第詑条第2項の

規定により提案するものである。
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議第141号

急傾斜地崩壊対策事業(単ぢ卿に要する費用の一部負担について

県は、令和4年度において実施する急傾斜地崩壊対策事業(単独)に要tる費用の一部を、地方財

政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により、次のとおり負担させるものとする。
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指定区域名

所在地
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備考事業費精算の結果、負担金の過納額又は不足額が千円末満である場合は、還付又は追徴を行

わないものとする。

提案理由

急傾斜地崩壊対策事業(単独)に要する費用の一部を受益市町村に対し負担させるため、地方財政

法第27条第2項の規定により提案するものである。
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